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～会計年度任用職員制度とは？～ 

 

令和２年４月１日より、市で働く非常勤職員・臨時職員の制度が大きく変

わり 「会計年度任用職員」 が創設されました。 

身分は一般職の地方公務員となり、期末・勤勉手当等の支給や勤務経

験に応じた報酬の増額など雇用条件の改善が行われています。 

 

 

 

会計年度任用職員制度の概要 

○身分 

・パートタイム会計年度任用職員（１週間の勤務時間が常勤職員より短い）としての

任用となります。 

・一会計年度内を上限として任用されます。 

・再度の任用回数に上限はありません。更新ではないため任用期間が通算して 5年 

を超えたとしても無期任用への転換申込みはできません。 

・一般職の地方公務員となり、地方公務員法に定める服務規律が適用されます。 

・任用後１ヶ月間は条件付採用期間となります。 

・すべての職種に人事評価制度が導入されます。 
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○報酬 

・常勤職員の給料表を基準として、職種ごとに算出します。（人事院勧告に伴う給料

表の変更により増減することがあります。） 

・再度任用された場合は、職種や勤務時間に応じて報酬が増額となります。（職種

別に上限あり） 

 

○期末・勤勉手当等 

・任用期間が６ヶ月以上及び勤務時間が週１５時間３０分以上の場合に支給します。 

・基準日（６月１日及び１２月１日）に在職している方が支給対象です。 

・支給月数は在職期間により異なります。 

・基準月前６月間の勤務実績から基礎額を算出し支給します。 

 

○費用弁償（交通費） 

・常勤職員の通勤手当を基準として片道の通勤距離により月額上限を決定し、勤務

実績に応じて支給します。 

 

○休暇 

・年次有給休暇および特別休暇が付与されます。 

・特別休暇には有給休暇と無給休暇があります。 

例）忌引休暇、感染症による療養休暇、産前産後休暇、療養休暇 ⇒ 有給休暇 
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介護休暇、子の看護休暇等 ⇒ 無給休暇 

 

○社会保険・労働保険等 

要件を満たす場合は健康保険（茨城県市町村職員共済組合）、厚生年金、労働保

険に加入します。 


